
　　  区  分

 年  度
均  等  割  額

　　　              （千円）

30 341,134

元 342,124

2 346,267

３ 333,279

４ 362,991

(2)　均等割区分別法人数
（単位 ： 社）

元 ２ ３ ４ ５

2,017 2,086 2,123 2,169 2,214 

28 27 25 30 28 

384 403 406 407 406 

66 68 64 66 66 

105 110 108 107 107 

32 35 36 35 32 

147 142 139 136 138 

14 14 13 14 14 

21 25 23 23 21 

2,814 2,910 2,937 2,987 3,026 

〔課税状況調〕

852,113 1,215,104 118.4

前　年　比
　　　              　　（％）

1,454,763 93.2

法 人 税 割 額
　　　               （千円）

合      　計
　　　               （千円）

法 第 312 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 法 人

法 第 312 条 第 １ 項 第 2 号 に 規 定 す る 法 人

1,026,682 84.2

1,219,101

５　法 人 市 民 税

1,561,549

(1)　調定額 （現年課税分）

108.1

1,112,639

693,403

1,220,415

872,834 83.8

合 計

法 第 312 条 第 １ 項 第 3 号 に 規 定 す る 法 人

法 第 312 条 第 １ 項 第 4 号 に 規 定 す る 法 人

法 第 312 条 第 １ 項 第 5 号 に 規 定 す る 法 人

法 第 312 条 第 １ 項 第 6 号 に 規 定 す る 法 人

法 第 312 条 第 １ 項 第 7 号 に 規 定 す る 法 人

法 第 312 条 第 １ 項 第 8 号 に 規 定 す る 法 人

法 第 312 条 第 １ 項 第 9 号 に 規 定 す る 法 人

　　　　　　　　　　　　　            年　　　   度
    区　　　   分

29


